
別紙７－２ 
新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

特例輸入者等承認・認定申請書（Ｃ－9000） 

 

（省略） 

「その他参考となるべき事項」欄には、会社概況（資本金を含む。）、社内の

組織、役員の氏名、性別、生年月日及び履歴を記載するとともに、次の区分に

応じ、それぞれに掲げる事項を記載するものとする。 

なお、これらの事項が法令遵守規則に記載されている場合又はこれらの事項を

明らかにする書類が添付されている場合には、その記載されている範囲又はそ

の明らかにされている範囲内において、申請書への記載を省略又は簡略化する

ことができるものとする。 

また、履歴のうち、申請者（法人である場合にはその役員及び主要な従業者

を含む。）の氏名（カナ、漢字）、生年月日、性別については、ＣＳＶ形式の電

磁的記録を電磁的記録媒体（ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷに限る。）その

他適宜の方法により提出するものとする。なお、都道府県警察から、暴力団員

等であるか否かを確認するため補充情報が必要であるとの連絡があった場合等

において、税関から求めがあったときは、本籍及び住所が記載された戸籍謄本

等を提出するものとする。 

⑴～⑸ （省略） 

 ⑹ 認定通関業者の認定申請 

①～③ （省略） 

④ 特例申告貨物（法第７条の２第１項に規定する特例委託輸入者に係る

ものに限る。）に係る輸入申告及び特例申告を行う予定の営業所並びに特

定委託輸出申告を行う予定の営業所の名称 

⑤～⑦ （省略） 

（省略） 

 

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

特例輸入者等承認・認定申請書（Ｃ－9000） 

 

（同左） 

「その他参考となるべき事項」欄には、会社概況（資本金を含む。）、社内の

組織、役員の氏名、性別、生年月日及び履歴を記載するとともに、次の区分に

応じ、それぞれに掲げる事項を記載するものとする。 

なお、これらの事項が法令遵守規則に記載されている場合又はこれらの事項を

明らかにする書類が添付されている場合には、その記載されている範囲又はそ

の明らかにされている範囲内において、申請書への記載を省略又は簡略化する

ことができるものとする。 

また、履歴のうち、申請者（法人である場合にはその役員及び主要な従業者

を含む。）の氏名（カナ、漢字）、生年月日、性別については、ＣＳＶ形式の電

磁的記録を電磁的記録媒体（ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷに限る。）その

他適宜の方法により提出するものとする。なお、都道府県警察から、暴力団員

等であるか否かを確認するため補充情報が必要であるとの連絡があった場合等

において、税関から求めがあったときは、本籍及び住所が記載された戸籍謄本

等を提出するものとする。 

⑴～⑸ （同左） 

 ⑹ 認定通関業者の認定申請 

①～③ （同左） 

④ 特例申告貨物に係る輸入申告及び特例申告を行う予定の営業所並びに

特定委託輸出申告を行う予定の営業所の名称 

 

⑤～⑦ （同左） 

（同左） 




